
宇

多

院

宣

旨

に

つ

い

て

竹

田

紀

衣

は
じ
め
に

平
安
時
代
初
期
太
上
天
皇

の
研
究
は
、
奈
良
時
代

の
太
上
天
皇
か

ら
の
移
行
時
期
と
そ
の
性
格

の
変
化
に
視
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
奈
良
時
代
の
太
上
天
皇

に
天
皇
と
同
等
の
権
力
を
見
て
い

る
が
、
薬

子
の
変
以
後
そ
の
権
力
は

「潜
在
化
」
し
、
か
わ
り
に
前

面
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

「家
父
長
的
権
威
」
を
重
視
し
て
い

　
　

　

る
。平

安
時
代
初
期
太
上
天
皇

(以
下
、
上
皇
と
す
る
)
に
つ
い
て
は
、

そ
の
性
格

が
家
父
長
的
権
威
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が

一

般
化
し
、
各
研
究
者
と
も
こ
の
語
句
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

　
　

ゾ

れ
は
目
崎
徳
衛
氏
の
嵯
峨

・
宇
多

・
円
融
各
上
皇
に
関
す
る
検
討
に

見
え
る
の
み
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
後
の
研
究
に
は
家
父
長
的
権
威
と

い
う
解
釈
が
先
行
し
て
い
て
、
各
上
皇
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
平
安
時
代
中
期

の
宇
多
上
皇
を
取
り
上
げ

て
考
察
す
る
。

宇
多
上
皇
は
国
政
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
上
皇
と
さ
れ
、
宇
多

院
の
発
し
た
文
書
も
確
認
で
き
て
、
平
安
時
代
中
期
の
上
皇
の
実
態

を
提
示
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

今
回
は
手
が
か
り
と
し
て
ま
ず
宇
多
院
宣
旨
を
取
り
上
げ
る
。
意

志
伝
達
と

い
う
視
点
か
ら
宇
多
院
宣
旨
を
見
、
そ
こ
か
ら
上
皇
文
書

の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
本
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

一
、
こ
れ
ま
で
の
宇
多
院
宣
旨
に
つ
い
て
の
見
解

宇
多
院
宣
旨

の
研
究
は
、

　
ヨ

　

管
見
の
限
り

で
は
山
本
崇
氏
の
論
考

一
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例
を
見

る
の
み
で
あ
る
。
山
本
氏
は
宇
多
院
宣
旨
が
太
政
官
を
は
じ

め
と
す

る
国
家
諸
機
関
を
経
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
発
話
を
独
自
に

発
給
し
た
文
書
と
位
置
付
け
、
国
家
諸
機
関
と
如
何
な
る
関
係
に
あ

る
か
を
検

討
さ
れ
て
い
る
。

山
本
氏
は
蔵
人
奉
書
を
取
り
上
げ
、
「朱
雀
院
蔵
人
」
と
奉
者
が

記
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
朱
雀
院
が
宇
多
法
皇
の
後
院

で
あ
り
、
こ
の
奉
書
の
背
後
に
は
宇
多
法
皇
の
意
志
が
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て

こ
の
奉
書
の
以
前
に
近
江
国

へ
醍
醐
寺
仏
供
料
に
関
す
る
太

政
官
符

が
ド
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
蔵
人
奉
書

に
こ
の
官
符
を
指
し

「依

官
符

」
と

い
う
文
.,[
が
あ
る
こ
と
か
ら
宇
多
L
皇

の
命
令
が

官
符
を
補
う
目
的
で
発
せ
ら
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
根
拠
に

し
て
、
延
長
七
年

(九
二
九
)
『伊
勢
国
飯
野
庄
大
神
官
勘
注
』
(以

ト
、
=大
祖
宮
勘
注
』
と
す
る
)
に
、
「難

無

官
符

、
為

畏

院

レ

し

宣

、」
と
あ
る
の
も

「本
来
太
政
官
系
統

の
文
書
の
発
給
を
前
提
と

し
て
そ
れ
を
補
う
機
能
が
存
し
た
」
と
す
る
。
こ
こ
か
ら

「院
宣
旨

は
太
政
官
系
統

の
文
書
を
補
う
機
能
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
も

は
や
太
上
天
皇
の
命
が
直
接
及
ぶ
対
象
は
限
ら
れ
て
い
た
」

と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
考
察
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

一
点
は
、
延
長
七
年
頃

の
朱
雀
院
は
宇
多
上
皇
の
後
院
で
は
な
い
こ
と
、
も
う

一
点
は
、
実

際
延
長
七
年

の

『大
神
宮
勘
注
」
に
見
え
る
、
検
注
に
至
る
過
程
で

は
宇
多
院
宣
旨

の
み
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

.
点
目
に
つ
い
て
、
宇
多
ヒ
皇
は
尊
号
を
辞
退
し
た
た
め
に
そ
の

領
す
る
院

の
名
称
を
借
り
て
朱
雀
院

・
亭
.⊥
院

・
仁
和
寺
等
と
様
々

な
称
呼
を
見
る
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
時

の
居
所
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

目
崎
氏

の
考
察
を
参
考
に
譲
位
後
の
宇
多

上
皇
の
居
所
を
追

っ
て
み

る
。寛

平
九
年

(八
九
七
)
七
旦

、百

譲
位

の
後
、
後
宮
内
の
弘
徽
殿

バゴ

　

に
遷
御
、
長
く
留
ま
る
こ
と
な
く
班
子
女

王
の

「東
院
」
に
移
る
。

昌
泰
元
年

(八
九
八
)
二
月
卜
七
日
、
上
皇
は
朱
雀
院
に
移
る
。
昌

泰
、
.年

(八
九
九
)
正
月
三
日
の
朝
親
行
幸
を
朱
雀
院
で
受
け
て
い

る
こ
と
か
ら
も
居
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
史
料
上
、
こ
の
時
期

の
み
宇
多
上
皇
を
朱
雀
院
と
表
現
す
る
。
昌
泰
二
年

(八
九
九
)
十

月
二
卜
四
日
、
仁
和
寺
で
落
飾
、
同
年
十

一
月
二
十
四
日
、
東
大
寺

セ

　

で
受

戒

。
延

喜

四
年

(九

〇

四

)
三

月

、
仁

和

寺

に
御

室

を

造

営

し

、

同
年

四

月

七

日

の
雷

鳴

陣

を

仁

和

寺

で
行

っ
て

い
る

。

こ

の
時

点

で

は

仁

和

寺

が

上

皇

の
居

所

で

あ

っ
た

。

そ

の
後

延

喜

五

、

七

、

十

、

f

一
、

十

、
一、

十

三

、

十

四

、

延

長

二
、

六

、

七

年

と

朝

観

行

幸

を

仁

和

寺

で
受

け

て
お

り

、

承

平

元

年

(九

三

一
)

七

月

十

九

日
、

仁

　や

和
寺
で
崩
御
し
て
い
る
の
で
、
仁
和
寺
を
本
宮
と
し
て
活
動
し
て
い
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た
。
但
し
、
延
喜
九
年

(九
〇
九
)
或

い
は
十
四
年

(九

一
四
)
か

ら
十
六
年

(九

一
六
)
ま
で
は
亭
子
院
を
、
延
喜
十
七
年

(九

一
七
)

か
ら
延
長

六
年

(九
二
八
)
ま
で
は
六
条
院
を
別
宮
と
し
、
仁
和
寺

へ
お

　

と
平
行
し

て
そ
の
名
が
現
れ
る
。

目
崎
氏

は
、
延
喜
六
年

(九
〇
六
)
、
延
喜
十
六
年

(九

一
六
)

の
宇
多
上
皇
参
賀

の
行
事
は

「醍
醐
天
皇
に
よ

っ
て
天
皇
に
属
す
る

朱
雀
院
で
催
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
」
な
い
と
、
朱
雀
院
が
上

皇
出
家
後
は
醍
醐
天
皇

の
別
業
と
な
り
、
宇
多
上
皇
の
居
所
で
あ
る

こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。

逆
に
史
料
に
表
れ
る

「朱
雀
院
」
の
所
有
者
は
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。
主
と
し
て
、
宇
多
上
皇
譲
位
後
崩
御
ま
で
に
史
料
中
に
見
え
る

「朱
雀
院
」
を
列
挙
す
る

(表

一
)
と
、
宇
多
L
皇
が
朱
雀
院
を
居

所
と
し
た
と

い
う
確
証
は
、
譲
位
後
延
喜
四
年

(九
〇
四
)
ま
で
で

あ
る
。
さ
ら
に
延
喜
十
六
年

(九

一
六
)
以
降
、
醍
醐
天
皇
の
朱
雀

ら
　

も

院
行
幸
が
目
立

つ
こ
と
、
延
長
六
年

(九
二
六
)
朱
雀
院
に
沽
却
さ

れ
た
伊
勢
国
壱
志
郡
曽
禰
荘
が
天
暦
二
年

(九
四
八
)
に
朱
雀
院
か

　
り

　

ら
醍
醐
寺

に
施
入
さ
れ
た
こ
と
、
延
長
七
年

(九
二
九
)
朱
雀
院
蔵

　
　

へ

人
が
醍
醐
寺
の
件
に
つ
い
て
蔵
人
奉
書
を
発
給
し
た
こ
と
は
、
朱
雀

院
を
醍
醐
天
皇
の
別
業
と
考
え

て
納
得
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た

先
の
目
崎
氏
を
は
じ
め
、
八
代
国
治
氏
、
橋
本
義
彦
氏
も
延
喜
四
年

(九
〇
四
)
に
宇
多
上
皇
が
仁
和
寺

へ
移

っ
た
時
点
で
朱
雀
院
は
醍

カ
　

醐
天
皇
に
譲
ら
れ
た
と
す
る
。

こ
の
よ
う

に
宇
多
上
皇
の
居
所
、
朱
雀
院

の
所
有
者
の
両
方
か
ら

見
て
い
く
と
、
延
長
七
年

(九
二
九
)
に
朱
雀
院
が
宇
多
上
皇
の
居

所
で
あ

っ
た
と
い
う
形
跡
は
な

い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
史
料
に

宇
多
上
皇

の
意
志
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
二
点
目
、
「錐
レ無

官
符

、
為
レ
畏

院
宣

、」
に
つ
い
て
は
、

院
宣
旨

の
如
何
に
関
係
な
く
本
来
は
官
符
が
あ

っ
て
命
令
を
下
す
こ

と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
官
符
を
補
う
機
能
が
あ

っ
た
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
宇
多
院
宣
旨
の
機
能

は

い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

次

に
、
古
文
書
学

に
お
け
る
宇
多
院
宣
旨

の
扱

い
を
見
て
み
た

い

。概
説
書
に
よ
る
と
、
先
程
見
た
延
長
七
年

(九
二
九
)
の

『大
神

　
　

　

宮
勘
注
』
に
見
え
る

「院
宣
」
が
院
宣

の
語
句
の
初
見
と
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
の

「院
宣
」
は
単
に
宇
多
上
皇
の
意
向
と
理
解
さ
れ
て
い

る
た
め
、
文
書
と
し
て
の
院
宣
の
考
察
対
象

に
は
な

っ
て
い
な

い
。

し
か
し
院
宣
を
上
皇

の
意
を
奉
じ
て
書
か
れ
た
文
書
と
定
義
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
宇
多
上
皇

に
も
存
在
す
る
。

延
長
七
年

(九
二
九
)
『
大
神
宮
勘
注
』

で
は
宇
多
上
皇
の
意
向
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(表

一
)

「朱
雀
院
」
の
記
事
と
宇
多
上
皇

の
居
所

延

喜

4
・

2
・

27延喜6・11・7延喜16・3・7延喜16・9・27延喜16・9・28延喜18・10・8延喜19・10・20延長3・12・18

～

源

等

従
五
位
下

朱雀

院
御
給

『
公
卿
補
任』

弘
徽
殿朱雀院

朱
雀
院
で

法
皇
の

四
十

賀。

『
日
本
紀
略』朱雀院で法皇の五十賀。『日本紀略』(醍醐)朱雀院行幸に際し、文章得業生などを召候させる。『類聚符宣抄

』(醍醐)朱雀院行幸。『貞信公記』(醍醐)朱雀院行幸。『貞信公記』(醍醐)朱雀院行幸。『貞信公記』『醍醐御記』

仁
和
寺

亭
子
院六条院

朱
雀
院
で

東宮

帯
刀舎

人
の

試
験。

延

長

5

・
8

・
30

延

長

6

延

長

7

・
8

・
25

承

平

元

・
2

・
7

承

平

3

・
4

・
2

天

暦

2

・
2

・
28

(醍
醐

)
朱

雀
院
行
幸
。

信
濃
駒
牽
を
覧

ず
。

本
主

、
参
議
藤

原
玄
上
、

伊
勢
国
壼
志
郡
曽
禰
荘
を
朱
雀
院
に
沽
却
。

『貞
信
公
記
』

蔵
人
奉

書

「朱

雀
院
蔵
人
幡
部
箱
」

(忠
平

)
朱

雀
院

に
候

い
、
内
竪
等

の
文
を

返
付

す
る
。

朱
雀
院
秩
父
牧

朱
雀

院
よ
り
醍
醐
寺

へ
曽
禰
荘
を
施

入
。

『醍
醐
雑
事
記
』

『醍
醐
寺
要
書
』

『貞
信
公

記
』

『
政
事

要
略
』

『醍

醐
雑
事

記
』

仁
和
寺
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を
伝
え
た
文
書
を

「宣
旨
」
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
宇
多
院
宣
旨
あ

る
い
は
院
宣
と
記
す
史
料
を
年
代
順
に
イ
か
ら
ト
と
す
る

(次
節
参

　む

照
)
と
、
確
実
に
文
書
の
形
で
残
る
も

の
は
二
例
確
認
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
書
き
出
し
は

「
奉

レ
仰
云
」
と
始
ま
り
、
院
司
と
思
わ
れ
る

人
物
が
宇
多
上
皇
の
仰
せ
を
奉

っ
て
書

い
た
奉
書
の
形
を
取
る
。
ま

た

「宣
旨
」

の
語
句
は
な

い
が
、
延
長
四
年

(九
二
六
)
七
月
四
日

「宇
多
院

為

河

原
左
相
府

」没
後
修

」課
論

文
」
(次
節
チ
)
も

「奉
レ

仰
云
」
で
始
ま
り
、
宇
多
上
皇
の
仰
せ
を
奉

っ
た
奉
書
の
形
で
あ
る

の
で
、
こ
れ
も
宇
多
院
宣
旨
に
含
め
て
良

い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
宇
多
院
宣
旨
の
存
在
を
指
摘
す
る
研
究
者
は
少
な

い
。
概
説
書
等
を
調
べ
る
と
延
長
七
年

(九
二
九
)
『大
神
宮
勘
注
』

と
延
長
六
年

(九
二
九
)
八
月
二
十

一
日
の
宇
多
院
宣
旨
書
に
つ
い

て
解
説
を
加
え
た
も
の
が
あ
る
。　

　

へ

前
者
に

つ
い
て
伊
知
地
鉄
男
氏
は
こ
の

「院
宣
旨
」
が

「院
宣
」

に
な

っ
た

と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の

一
文
の
み
で
根
拠
が
不
明
で
あ

　　

る
。
橋
本
義
彦
氏
は

「院
宣
」
の
語
句
が
上
皇
の
意
向
程
度

の
意
味

で
文
書
で
は
な
い
と
説
明
す
る
の
み
で
、
同
史
料
に
見
え
る
、
宇
多

上
皇
の

「宣
旨
」
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な

い
。
藤
田
英
孝

ハ　
　

氏
は

「院

宣
」
は
院
の
仰
せ
で
あ
り
、
文
書
名
と
は
考
え
ら
れ
な

い

が
、
大
神
宮
司
か
ら
斎
宮
寮
に
宛
て
た
牒
に
院
宣
を
伝
え
た
文
書
を

宣
旨
と
称
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
院

の
宣
を
書
き
記
し
た
文
書
が

「宣
旨
」

で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
院
政
期
に
見
え

る
文
書
と
し
て
の
院
宣
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。

　お
　

後
者
に

つ
い
て
、
古
く
は
竹
内
理
三
氏

が

「宇
多
院
院
宣
」
と
さ

あ
　

れ
て
お
り
、
橋
本
義
彦
氏
は

「広

い
意
味

で
」
と
断
り
な
が
ら
も
院

　ぼ

宣
の
中
に
含
ん
で
お
り
、
鈴
木
茂
男
氏
も
院
宣
と
認
め
て
い
る
。
他

　　
　

の
研
究
者
は
宇
多
院
宣
旨
に
つ
い
て
全
く
触
れ
て
い
な

い
。

試
み
に
、
院
政
期
院
宣

の
文
書
様
式
と
宇
多
院
宣
旨
を
比
較
し
て

ゐ
　

み
る
と
、
院
宣
が

「被

院
宣

云
」
等
と

上
皇
が
文
書
の
仰
せ
の
主

体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「奉
レ
仰
云
」

の
表
現
は

仰
せ
の
主
体
を
不
明
瞭
に
し
て
い
る
。
ま

た
院
宣
に
見
る

「侃
執
達

如
レ件
」
な
ど

の
伝
達
の
文
書
が
な

い
。
そ
し
て
年
紀
が
記
さ
れ
て

　　

い
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
多
院
宣
旨
は
院
政
期
院
宣
と
比
較
す
る
と
上

皇

の
意
を
奉
じ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
点

は
共
通
す
る
が
、
定
形

化
し
た
様
式
に
あ
て
は
ま
る
と
は
言
え
な

い
。

こ
の
よ
う
に
宇
多
上
皇

の
時
代
に

「院

宣
」

の
語
句

の
初
見
が
あ

り
、
上
皇
の
意
を
奉
じ
た
文
書
で
あ
る
点

は
共
通
す
る
も
の
の
、
宇

多
院
宣
旨
は
院
政
期
院
宣
と
は
様
式
を
異

に
す
る
。
ま
た
定
義
か
ら

宇
多
院
宣
旨
を
院
宣
に
含
む
研
究
者
も

い
る
け
れ
ど
も
、
宇
多
院
宣

旨

の
具
体
的
検
討
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宇
多
院
宣
旨
は
古
文
書
学
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で
の
位
置
が
定
ま

っ
て
い
な

い
。
院
宣

へ
つ
な
が
る
と
す
る
場
合
も
、

根
拠
が
明
確
で
な

い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
以
下
の
考
察
に
お
い

て
も
宇
多
院
宣
旨
は

「院
宣
」
と
せ
ず

「宇
多
院
宣
旨
」
と
書
き
記
す
。

宇
多
院
宣
旨
を
基
礎
か
ら
考
え
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

二
、
宇
多
院
宣
旨
の
検
討

こ
の
節

で
は
史
料
に
見
え
る
宇
多
上
皇

の

「宣
旨
」
「
院
宣
」
に

つ
い
て
個

別
的
に
検
討
を
加
え
る
。
な
お
史
料
原
文
が
長
文
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
都
合
で

「
宣
旨
」
「院
宣
」
が
現
れ
る
部
分

の
み
を
記

し
、
全
文
掲
載
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

(
イ

)

こ
ニ
ナ
ム
ら
ム
コ
ゴ
ゐ

へ

の

ム
　

ノ

も

ロ
ら
ゐ
るらム
　

延

喜

二

十

舟

戸力

二

C

、

ガ

月

=

寺

三

F

「
宇

多

院

宣

旨

」

(
『
僧

官

補

任

』

宝

瞳

院

検

校

次

第

)

仁
照
内
供
奉

〔延
喜
二
十
年
八
月
廿
三
日
、
依

宇
多
院
宣
旨

任

之
。
治
十
二
年
。
承
平
二
年
得
替
。
〕
(
〔

〕
は
、
細
字
双

レ

行
注
)

仁
照
を
宝
瞳
院
検
校
に
任
命
す
る
内
容
を
持

つ
。
仁
照
は

『醍
醐

天
皇
御
記
』
に
内
供
奉
と
し
て
幾
度
も
登
場
し
、
『日
本
高
僧
伝
要

文
抄
』
静
観
僧
正
伝

の
項
に
は
増
命

の
弟
子
と
し
て
現
れ
る
。
宝
瞳

院
は
延
暦
寺
西
塔
の
こ
と
で
、
彼
は
醍
醐
天
皇
の
葬
送
の
際
に
天
台

西
塔
院
主
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
。

こ
の
記
述
は
他
の
僧
任
官

の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
宇
多
上
皇
か

ら
の
直
接

の
任
命
と
は
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
こ
の
宇
多
院
宣
旨
を

根
拠
に
太
政
官
機
構
か
ら
仁
照
を
補
任
し
た
経
路
が
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し

『僧
官
補
任
』
は
未
詳
な
点
が
多
く
、
こ
の
宇
多
院
宣
旨
の

発
給
対
象
が
仁
照
か
藤
原
忠
平
か
、
ま
た
こ
の
記
述
者
が
太
政
官
側

か
、
寺
僧
側
か
不
明
で
あ
る
。

(
ロ

)

延
喜
二
十
二
年

(九
二
二
)
八
月
八
日

「宣
旨
」
(『扶
桑
略
記
』
同
日
条
)

八

日

、

太

上

法

皇

別

給

臼

供

幽
。

其

詞

日

。

和

尚

天

性

清

素

。

日

計

屡

虚

。

況

有

削

跡

之

中

・。

必

乏

醐

口

之
貯

。

宜

、
賜

供

養

.永

支

ー
斎

儲

。

院

司

須

・毎

季

差

使

送

之

者

。

且

毎

ー

i

レ

レ

年
賜

度
者

一
人

。
其
宣
旨
侮

楯

職

風
雲

、
難

観

水
月

、

レ

留

跡

雪

嶺

。

何

抱

簗

杖

`
。

傍

毎

年

給

度

者

一
人

。̀

不

レ

断

⊥
ハ
時

香

花

。

永

待

百

年

春

秋

。̀

至

授

戒

期

。

出

名
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簿

者

。

良
勇
は
五
度
の
辞
退
の
う
え
辞
し
た
増
命

の
後
、
天
台
座
主
と
な

っ
た
人
物

で
、
『天
台
座
主
記
』
に
よ
る
と
円
珍

の
門
徒
、
増
命

の

弟
子
で
あ
る
。
そ
の
良
勇
に
対
し
宇
多
上
皇
が
毎
年
院
司
を
遣
わ
し

日
給
を
与
え
る
こ
と
を
告
げ
、
ま
た
宣
旨
で
年
分
度
者

一
人
を
与
え

る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
日
給
は

「別
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
朝
廷

と
は
別

に
上
皇
の
経
済
機
関
宇
多
院
か
ら
支
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
上
皇
か
ら
の
個
人
的
な
支
給
で
あ
る
か
ら
、
太
政
官
機

構
を
介

す
る
必
要
は
な

い
。
年
分
度
者
の
件
は
公
務
に
あ
た
る
た
め
、

正
式
な
決
定

・
認
可
は
宇
多
上
皇
か
ら
醍
醐
天
皇
や
忠
平
に
伝
え
ら

　
　

　

れ
、
そ

こ
か
ら
太
政
官
機
構
に
命
じ
る
経
路
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し

『貞
信
公
記
』
を
見
る
限
り
、
こ
の
宣
旨
が
忠
平
に
届
け
ら

れ
た
、
あ
る
い
は
こ
の
宣
旨
を
も
と
に
忠
平
が
動

い
た
と
い
う
記
事

は
な

い
。
そ
し
て
、
授
戒
期
に
名
簿
を
宇
多
上
皇
に
提
出
す
る
よ
う

に
と
も
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
宣
旨
は
天
台
座
主
良
勇
に
宛

て
ら
れ
た
と
考
え
る
。

参
考

ま
で
に
記
す
と
、
延
喜
七
年

(九
〇
七
)
七
月
四
日
に
宇
多

法
皇

の
勅
命
に
よ
り
特
別
に
認
可
さ
れ
、
真
言
宗
分
の
年
分
度
者
を

　
　

　

四
人
補
う
と
い
う
太
政
官
符
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
年
分
度
者
は
公

務
に
関
わ
り
、
宇
多
上
皇
の
命
の
み
に
よ
る
公
的
な
文
書
は
見
え
な

い
。
こ
れ
は
個
人
的
な
通
達
に
は
宇
多
院
宣
旨
が
使
わ
れ
、
公
式
に

は
延
喜
七
年
の
太
政
官
符
の
よ
う
な
形
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

つ
ま
り
太
政
官
符
の
発
給
に
あ
た
り
先
に
個
人
的
に
伝
達
し

た
、
あ
る
い
は
宇
多
上
皇
の
宣
旨
が
太
政
官
符
を
出
さ
せ
た
と
言
え

る
。
但
し
こ
こ
で
は
太
政
官
機
構

へ
命
じ
た
者
が
不
明
で
あ
る
。
延

喜
七
年

(九
〇
七
)
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
醍
醐
天
皇
で

あ
る
可
能
性
が
大
き

い
。

こ
の
史
料
か
ら
宣
旨
に
よ
り
宇
多
上
皇

の
意
志
と
し
て
直
接
受
任

者
に
伝
え
、
ま
た

一
方
で
は
仰
せ
や
消
息

に
よ
り
宇
多
上
皇
か
ら
忠

平
や
醍
醐
天
皇
に
働
き
か
け
、
そ
の
結
果
太
政
官
符
で
正
式
に
認
可

さ
れ
る
と

い
う
、
宇
多
上
皇
か
ら
の
二
方
向
の
伝
達
経
路
が
推
測
で

き
る
。

(
ハ
)
延
長
六
年

(九
二
八
)
四
月
二
十
九
日

「
宣
旨
」

(『朝
野
群
載
』
巻
十
七

佛
事
下
請
僧
書
、

　
　

　

贈
僧
正
伝
』
)

公
請
仰
書

奉

仰
云
。
端
午

日
、

レ

『尊
意

柳

欲

、与

両

三

名

徳

、

相

「
倶

一
鉢
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之
食

i
。
而
台
山
貫
首
其
徳
已
重
若
嘱
欲

以

仙
駕

、
隔
備
薄

レ

而
雲
週
。
只
分
欲

レ
以

躁
味

、
山
高
而
物
微
。
思
慮
之
問
、

未
レ得

中
適

、
無
レ嫌

軽
微

一。
彼
日
早
旦
柾

来
儀

如
何

者
。延

長
六
年
四
月
廿
九
日

少
僧
都
如
無
奉

こ
れ
は
尊
意
を
端
午

の
宴
に
招
待
す
る
た
め
に
、
宇
多
上
皇
の
仰

せ
を
院
司

で
あ
る
如
無
が
奉

っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
発
給
の
対

象
は
天
台
座
主
尊
意
で
、
こ
の
宣
旨
は
太
政
官
機
構
を
通
ら
ず
、
宇

多
院
司
に
よ
り
直
接
尊
意
に
届
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『朝
野
群
載
』
で
は

「奉
レ仰
云
」
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
が
、
『尊

意
贈
僧
正
伝
』

で
は

「亭
子
太
上
法
皇
依

端
午
之
宴

、
賜

宣
旨

云
。
奉
レ仰

云
」
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
尊
意
側
で
は
宣
旨
と
受

へゆ

け
止
め
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て

『九
条
殿
記
』
に
よ
る
と
、

毎
年
行
わ
れ
る
宮
中
の
端
午
の
節
会
は
延
長
五
年

(九
二
七
)
に
中

絶
し
、
天
慶
七
年

(九
四
四
)
に
十
七
年
ぶ
り
に
復
活
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち

こ
の
端
午
の
宴
は
宇
多
上
皇
が
個
人
的
に
催
し
た
行
事
で

あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
こ
の
宣
旨
は
個
人
に
対
し
個
人
的
な
意
志
を
伝

達
す
る
の
に
使
用
さ
れ
た
と
言
え
る
。

(
二

)

延
長
六
年

(九
二
八
)
八
月
二
十

一
日

「宇
多
院
宣
旨
書
」
(『東
大
寺
要
録
』
巻
八
)

宇
多
院
宣
旨
書

左
中
弁
紀
朝
臣
作

奉
レ仰
云
。
東
大
寺
者
、
聖
武
天
皇
為

諸
衆
生

、
創

建
斯
趾

。

宮
殿
壮
麗
佛
像
洪
太
。
如

望

自
在
之
天

、
似

現

周
遍
之

レ

レ

身

。
況
復
磧
学
継

レ
踵
、
名
徳
比
レ
肩
。
法
蔵
秘
扁
、
国
家
重

宝
。
諸
大
寺
中
濁
為

称

首

者
也
。
而

今
如

聞
、
近
年
以
還

レ

綱
維
不

レ振
、
庶
務
無
レ理
。
堂
宇
梢
破
施
供
屡
空
。
工
匠
休

`

劉
斧
之
音

、
僧
侶
絶

斎
鉢
之
計

。
先
朝
之
跡
欲

堕
、
後
代

レ

之
法
何
住
。
昔
為

天
下
之
主

、
最
加

尊
崇

、
今
為

海
中

之
老

、
蓋
悲

頽
落

。
是
故
奏

聞
公
家

、
挙

補
別
当

重

賜

励
勉

、̀
専
課

治
跡

。
方
春
、世
及

澆
季

、
人
42ノ
信
心

。

封
戸
之
使
毎

レ国
致

乏
異

、
田
薗
之
司
遂
年
称

荒
廃

。
衰

弊
之
萌
無
レ不

レ
振
レ斯
。
因
レ
弦
遣

使
諸
国

、
普
暁

此
旨

、

適
趣

慈
心

、
庶
期

興
復

。
伍
須

卜
当
年
以
住
封
戸
之
物
、

勘

其
進
未

、
全
以
進
納
㌦

後
年
之
事
勿

違

期
限

。
又
所

レ

在
家
殊
加

相
営

、
慰

喩

預
人

、
差

寄
庄
子
悩

、
検

荒̀

熟
一附

レ使
言
上
。
復
殊
勧
誘
令
レ
致

墾

開

本
願
聖
主
弘
誓
深

遠
、
諸
国
牧
宰
誰
不

檀
越

。
難

レ慎

吾
勅
之
懇
篤

然
非

汝
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曹
之
善
根
一乎
。

延
長
六
年
八
月
廿

一
日

こ
の
宣
旨
を
奉
じ
た

「左
中
弁
紀
朝
臣
」
は
紀
淑
光

の
こ
と
で
、

紀
淑
光
は
宇
多
上
皇
の
院
司
で
あ
る
。
こ
の
宇
多
院
宣
旨
書
は
、
延

長
七
年

『大
神
宮
勘
注
』(
へ
)
と

一
連
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

内
容
は
聖
武
天
皇
が
衆
生
の
為
に
創
建
し
た
東
大
寺

の
、
近
年
の
荒

廃
を
嘆
き

、
再
興
の
た
め
、
公
家
に
奏
聞
し
て
別
当
を
挙
補
し
た
こ

と
を
述
べ
、
各
国
の
庄
司
は
荒
廃
し
た
と

い
っ
て
封
戸
を
納
め
ず
、

衰
弊
し
て

い
く
こ
と
を
指
摘
し
て
、
諸
国
司
に
対
し
東
大
寺

の
封
戸

の
進
納
と
庄
園
の
検
田
、
開
墾
を
命
じ
る
形
と
な

っ
て
い
る
。

「
公
家

に
奏
聞
し
て
別
当
を
挙
補
す
」
と
あ
る
の
は
延
長
六
年

　　

(九
二
八
)
六
月
十
七
日
の
太
政
官
牒
で
寛
救
が
東
大
寺
別
当

に
任

命
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
、
諸
々
の
東
大
寺
庄

の
検
田
と
開

墾
を
命
じ
た
こ
と
を
受
け
、
翌
延
長
七
年
伊
勢
国
に
使
を
遣
わ
し
て

　
　

　

検

注

し

て

い
る

こ
と

か

ら

、

こ

こ

で
述

べ

て

い
る
内

容

は

信

用

で
き

る

も

の

で
あ

る

と

い
え

る

。

　　

さ
て
こ
の
宇
多
院
宣
旨
は
、
鈴
木
景
二
氏
に
よ
る
と
聖
武
天
皇
勅

書
銅
板
の
裏

の
銘
文
を
見
て
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
宇
多
上

皇

の
権
威

に
よ
り
東
大
寺
の
寺
領
支
配
を
正
当
化
す
る
意
図
を
も

っ

て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
宇
多
院
宣
旨
書
は

『東
大
寺

要
録
』
の
み
で
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
、
保
元
二
年

　　

(
一
一
五
七
)
の

「
記
録
所
寄
人
中
原
盛
信
文
書
預
り
状
」
に
よ

っ

て
東
大
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
こ
と

か
ら
諸
国
に
発
給
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
宇

多
上
皇
が
東
大
寺
に
与
え
た
公
験
で
あ
り
、
東
大
寺
が
以
後
の
寺
領

保
持
拡
大
に
お
い
て
こ
れ
を
見
せ
る
形
で
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
言
え

よ
・つ
。

(ホ
)
延
長
六
年

(九
二
八
)
閏
八
月
二
十

一
日

「
宇
多
院

々
宣
案
」

(承
徳
三
年

(
一
〇
九
九
)
八
月
二
十

八
日

左
衛
門
少
志
中
原
資
清
勘
文
案
、
『
平
安
遺
文
』
四

巻
、

一
四
〇
七
号
)

(前
略
)

成
願
寺
所
進
文
書

マ
マ

一
通

承

二
年

四
月
十

五
日
民

部
省
符
案
井
延
長
六
年

マ
マ

閏

八

月

廿

一
日
宇

多

院

ぐ
宣

案

等

、
優

一
紙

、

(後

略

)
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こ
の
宇
多
院
院
宣
は
十

一
世
紀
の
伊
勢
国
川
合

・
大
国
庄
を
め
ぐ

る
東
寺
と
成
願
寺
の
相
論
で
、
成
願
寺
側
が
証
拠
に
提
出
し
た
文
書

の

一
つ
と

し
て
登
場
す
る
。
こ
の
相
論

に
つ
い
て
は
竹
内
理
三
氏
、

あ
　

村
井
康
彦
氏
、
勝
山
清
次
氏
、
水
野
章
二
氏
の
論
考
が
あ
る
。
諸
氏

に
よ
れ
ば
、
相
論
の
中
で
両
者
が
証
拠
と
し
て
提
出
し
た
十
世
紀
以

前

の
文
書
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
捏
造

・
改
窺
が
行
わ
れ
、
偽
作
と

判
断
さ
れ

て
い
る
。
で
は
宇
多
院

々
宣
案
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
内
容
は
、
寛
治
五
年

(
一
〇
九

一
)
六
月
二
十
六
日
の
堀
河

天
皇
論
旨

に
引
用
さ
れ
る
、
成
願
寺
別
当
能
算
が
訴
え
た
解
状
の
中

に
ま
ず
見
え
る

(『
平
安
遺
文
』

一
二
九
六
号
)。

こ
こ
で
能
算
は

「延
長
年
中
、
宇
陀
院
被

下

宣
云
、
成
願
寺
所

領
者
、
在

多
気

レ

し

レ

郡

、

東

寺

所

レ
領

者

、
在

飯

野

郡

、

不
レ
可

レ
有

異

論

者

」

と

宇

レ

る

る
ひ
ム

ユらニ
じ
　

ヨ　　
　

　
タのノ
き
ヱ
リ

ノ
コ

へ

　
ラ

　

のドヨバユ　ヘロゴ
　

のの　

多

L⊥
皇

の
一三に
葉

を

弓

片
す

る

元

て
翫

し

て

レ
そ

,

こ

σ
虜

康

も

¢

ヨ

張

に

対

し

、

東

寺

側

は
寛

治

五

年

(
一
〇
九

一
)

七

月

、

東

寺

別
当

時

円

請

文

案

(
『
平

安

遺

文

』

一
二

九

七

号

)

の
中

で

、

「
宇

多

院

宣

下

者

、

為

大

国

・
川

合

庄

荒

熟

実

検

也

」

と

反

論

し

て

い
る
。

こ

の
両

者

の
提

出

文

書

を

勘

注

し

た

う

ち

の

一
つ
が

、

承

徳

三
年

(
一

〇
九

九

)

八

月

二

十

八

日

左

衛

門

少

志

中

原

資

清

勘

文

案

で

あ

る

(
『
平

安

遺

文

』

一
四

〇
七

号

)
。

中

原

資

清

は
承

和

二
年

(八

三

五
)

四
月

十

五

日

民

部

省

符

案

の
方

は
偽

書

の
疑

い
を

指

摘

し

て

い
る

も

の
の
、
「宇
多
院

々
宣
案
」
に
つ
い
て
詳
細

は
記
し
て
い
な

い
。

今
と
な

っ
て
は
宇
多
院
々
宣
案
は
全
文
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
そ

の
真
偽
を
検
討
さ
れ
た
も
の
は
な

い
が
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
理
由

か
ら
成
願
寺
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
宇
多
院
々
宣
案
も
偽
書
で
あ
る
可

能
性
が
高

い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
延
長
六
年
前
後
の
段
階
で
は
史

料
に
現
れ
ず
、
約
百
年
後
の
寛
治
五
年

(
一
〇
九

一
)
六
月
十
六
日
、

成
願
寺
別
当
能
算
が
訴
え
た
解
状
の
中
に
初

め
て
見
え
る
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。

勝
山
氏
は
、
提
出
文
書
の
真
偽
を
判
定
す

る
に
あ
た
り
依
拠
す
る

に
足
る
文
書
は
、
両
当
事
者
以
外
の
第
三
者

に
所
蔵
さ
れ
、
伝
来
し

て
き
た
文
書
、
あ
る
い
は
公
験
と
し
て
提
出
し
な
か

っ
た
文
書
で
あ

り
、
そ
れ
は
延
長
七
年

『大
神
宮
勘
注
』
、
承
保
三
年

(
一
〇
七
⊥ハ
)

ヰ

の
写
し
と
さ
れ
る
承
平
二
年

(九
三
二
)

八
月
五
日
太
政
官
符
案
、

ヨ

る

　
　

　

ド
　

　

年
未
詳
の
大
国
庄
坪
付
写
の
三
通
の
み
で
あ

る
と
す
る
。
延
長
七
年

『大
神
宮
勘
注
』
に
見
え
る
飯
野
庄
と
承
平

二
年
八
月
五
日
太
政
官

符
案
に
の
せ
る
大
国
庄
を
比
べ
る
と
図

一
の
よ
う
に
共
通
す
る
。
さ

ら
に
こ
の
太
政
官
符
案
に
延
長
七
年

『大
神

宮
勘
注
』
に
見
え
る
の

と
同
じ
昌
泰
元
年

(八
九
八
)
八
月
十
六
日

の
太
政
官
符
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
国
庄
と
飯
野
庄
は
同
じ
庄
域
で
あ
る
と
い

え
る
。
延
長
七
年
に
は

「飯
野
庄
」
で
の
東
寺
と
東
大
寺
の
相
論
の
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(図一)飯 野 庄 と大 国 庄

11条 12条

飯野庄 五山下里 六井於里 七井於里 六中村里 七伊羽里(伊世羽里) 八野原里

大国庄 五山下里 六井於里 七井於里 六中村里 七伊世羽里 八野原里 九野田里

13条 14条

飯野庄 五川原里 六大国里 七大国里 五井於里 六井於里 七井於里 八庭羽里

大国庄 五川原里 六大国里 七大国里 五井於里 六井於里

過
程
を
記
し
、
承
平
二
年
に
は

「大

国
庄
」

で
の
東
寺
と
百
性
と

の
相
論

の
過
程
を
記
す
が
、
「成
願
寺
」

の
名

は
ど
こ
に
も
出
て
こ
な

い
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
に
関
連
す
る
が
、
ほ
ぼ

同
じ
庄
域
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
流

れ
を
み
る
と
、
東
大
寺

の
た
め
の
延

長
六
年
八
月

二
十

一
日
宇
多
院
宣
旨

書
と
東
大
寺

の
た
め
の
延
長
七
年

の

検
注
は

一
連

の
も

の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
に
、
宇
多
院
々
宣
の
存
在
が

事
実
と
す
る
と
、
そ
の
間
に
成
願
寺

の
た
め
の
宇
多
院

々
宣
が
く
る
形
と

な
る
。
さ
ら
に
延
長
六
年

に
閏
八
月

は
存
在
す
る
も
の
の
、
『東
大
寺
要
録
』

に
見
え
る
八
月
二
十

一
日
宇
多
院
宣

旨
書
の
日
付
と
似
て

い
る
こ
と
、
宇

多
院
々
宣
と

い
う
言

い
方
は
延
長
六

年
の
段
階
で
は
他
に
見
え
な
い
こ
と
、

成
願
寺
が
提
出
し
た
宇
多
院

々
宣
は

右
被

司
今
月
六
日
符
同
七
日
到
来

構
、斎
宮
寮
今
日
牒
状
構
、

宇
多
院
去
四
月
廿
五
日
宣
旨
、
今
日
到
来
僻
、
東
大
寺
庄
在

飯
野
郡

。
今
為

令

勘

件
庄
田

、
下

遣
御
厩
侍
大
原
並
高

。

レ

レ

須
卜
仰

神
宮
司

令
中
勘
入
}
之
由
、
宜

仰
遺

者
、
牒
送
如
レ
件
。

乞
也
察

之
状

、
入

部
件
使

、
欲

令

勘

済
彼
庄
事

者
、

一

レ

レ

(
へ
)
延
長
七
年

(九
二
九
)
四
月
二
十
五
日

「宣
旨
」

(『平
安
遺
文
』

一
巻
、
二
三
三
号

大
神
宮
勘
注
」
)

「伊
勢
国
飯
野
庄

案
文
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
成
願
寺
が
成
願
寺
に
音
通
す
る
中
央
寺
院
、
貞
観
寺
のゐ

　

文
書
を
偽
書
に
利
用
し
た
こ
と
は
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
聖
宝

の
自
筆
と
し
て
確
実
な
も
の
と
さ
れ
る

「僧
正
聖
宝
起
請

ゐ

　

文
」
に
も
貞
観
寺
を
成
願
寺
と
書
い
て
い
る
。
そ
こ
に
見
え
る
延
徽
、

カ

　

聖
宝
は
宇
多
上
皇
と
の
つ
な
が
り
を
推
定
で
き
る
の
で
、
貞
観
寺
に

合
わ
せ
て
、
ま
た
宇
多
上
皇
の
権
威
に
よ
る
保
証
を
求
め
て
、
宇
多

上
皇
を
持

っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
宇
多
院
々
宣
案
の
存
在
は
信
用
す
る
に
足

り
な

い
。
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(図二)延 長七年(九 二九)伊 勢国飯野庄大神宮勘注の経過

團

4/257/6

宇多院 宣旨一[斎宮寮

　
†7/21角n一

7/67/7

牒 大 神宮 司 符

7/21牒;一 … 一… …7/14作 成
麺

難

無

官
符

レ

符
如

件
者
。

レ

　 へ

後

肇,,,

畏

院
宣

、

下
レ

こ
の
宣
旨
を
引
く

『大
神
宮
勘
注
』
に
は

延
長
七
年

(九
二
九
)
七
月
二
十

一
日
伊
勢

国
大
神
宮
司
牒

(『平
安
遺
文
』
一
一三
五
号
)

及
び
同
日
付
伊
勢
大
神
宮
司
解

(『
平
安
遺

文
』
二
三
四
号
)
の
関
連
史
料
も
残
さ
れ
て

い
る
。

先
に
述
べ
た
通
り

「難

無

官

符

、
為

レ

レ

畏

院
宣

、」

の

「院
宣
」
が
そ
の
語
句
の

初
見
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
も

明
ら
か
な
よ
う

に
、
宇
多
上
皇

の
文
書
は

 　　

「宣
旨
」
と
さ
れ

「院
宣
」
と
し
た
も
の
は

な
い
。
そ
れ
故
こ
の

「院
宣
」
も
先
学
の
言

う
通
り
文
書
で
は
な
く
、
上
皇
の
命
令
、
院

の
宣
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宇
多
上
皇

の
命

令
を
伝
え
た
文
書
を

「宣
旨
」
と
称
し
て
い

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

こ
の

『大
神
宮
勘
注
』
は
東
寺
と
東
大
寺

の
相
論
に
伴

い
宇
多
上
皇
が
飯
野
庄

の
勘
注
を
命
じ
、
郡
司
等
が
郡

内
の
寺
田
、
雑
田
の
勘
注
を
執
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
を

追
う
と
次
の
よ
う
に
な
る

(図
二
参
照
)
。

四
月
二
十
五
日
に
送
付
さ
れ
た
宇
多
院
宣
旨
が
七
月
六
日
斎
宮
寮

に
到
着
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
飯
野
郡
内
に
あ
る
東
大
寺
庄
を
検
注

さ
せ
る
た
め
宇
多
院
司
、
御
厩
侍
大
原
並
高

を
下
し
遣
わ
す
か
ら
、

大
神
宮
司
に
勘
入
さ
せ
る
旨
を
伝
え
よ
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
同
日
斎
宮
寮
は
伊
勢
大
神
宮
司
に
牒
を
送
り
、
こ
の
件
を
伝
え

た
。
大
神
宮
司
は

「難

無

官
符

、
為

畏

院
宣

」
、
符
を
飯
野

レ

レ

郡
司
に
下
し
、
翌
日
七
日
に
伊
勢
大
神
宮
符
が
飯
野
郡
に
到
着
し
て

い
る
。
七
月
十
四
日
、
飯
野
郡
司
は
検
注
の
結
果
を
大
神
宮
司
に
報

告
し
て
、
大
神
宮
司
は
大
神
宮
司
と
郡
司
の
署
名

の
入

っ
た
勘
注
を
、

宇
多
院
提
出
の
分
と
大
神
宮
に
留
め
る
分
の
二
通
作
成
し
た
。
七
月

二
十

一
日
の
解
や
牒
に
よ
れ
ば

「神
民
口
分
田
坪
付
勘
文
」
と

「寺

寺
田
坪
付
勘
文
」
を
別
々
に
作
成
し
た
の
を
、
使
者
は

一
巻
で
あ
る

べ
き
だ
と
論
じ
、
大
神
宮
司
側
が
こ
れ
を
直
す
間
に
夜
に
な
り
庁
事

を
や
め
た
と
こ
ろ
、
使
者
は

「無
道
悪
言
」
を
言
い
勘
文
を
受
け
取

ら
ず
に
還
り
去

っ
た
。
そ
れ
で
勘
注
と
事
の
次
第
を
記
し
て
宇
多
院

と
斎
宮
寮

へ
送

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
永
万
二
年

(
一
一
六

ゐ
　

六
)
の

「東
大
寺
文
書
出
納
日
記
」
に
見
え

る
こ
と
か
ら
そ
の
後
い
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ず
れ
も
宇
多
上
皇
か
ら
東
大
寺
に
送
ら
れ
た
と
考
え
る
。

こ
の
東
寺
と
東
大
寺
の
相
論
は
、
こ
れ
よ
り
さ
き
昌
泰
元
年

(八

あ
　

九
八
)
八
月
十
六
日
の
太
政
官
符
で
東
寺

の
知
行
が
全
面
的
に
認
め

ら
れ
、

一
段
落
付
い
て
い
た
。
昌
泰
元
年

(八
九
八
)
八
月
十
六
日

の
太
政
官
符
か
ら
前
回
の
相
論
の
次
第
を
追

っ
て
み
た
い
。

東
大
寺

は
嘉
祥
二
年

(八
四
九
)
か
ら
寛
平
七
年

(八
九
五
)
ま

で
の
田
籍

に

「
東
大
寺
田
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、

布
施
内
親
王
の
施
入
と
称
し
て
寺
田
の
領
有
を
主
張
し
て
き
た
。
そ

こ
で
東
寺

と
東
大
寺
に
公
験
勘
会
の
た
め
文
書

の
提
出
を
命
じ
た

が
、
東
大
寺
は
施
入
の
公
験
は
昔
日
紛
失
し
て
寺
に
な
い
と

い
っ
て

き
た
の
で
勘
会
は
で
き
な
か

っ
た
。
伊
勢
国
府
で
は
暴
風
雨
に
よ
り

文
書
等

が
腐
損
紛
失
し
て
い
た
た
め
民
部
省

の
図
籍
が
調
査
さ
れ

た
。
そ
の
結
果
弘
仁
十
二
年

(八
二

一
)
の
田
図
に
は
布
施
内
親
王

の
名
を
注

し
、
承
和
九
年

(八
四
二
)
田
図
に
は
、
内
親
王
田
地

一

八
四
町
三
段

一
〇
歩

の
内
、
東
大
寺
と
注
記
す
る
の
は
た

っ
た
四
町

で
、
他
は
す
べ
て
東
寺

の
名
を
注
し
、
嘉
祥
二
年

(八
四
九
)
の
田

図
は
東
寺
と
注
す
る
の
は
四
町
で
、
他
は
す

べ
て
東
大
寺
の
名
を
注

し
て
い
た
。
し
か
し
東
寺
が
八
十
九
年
領
掌
し
て
き
て
い
る
の
に
対

し
東
大
寺

に
は

一
枚

の
公
験
も
な
く
、
平
安
京

の
東
寺
を

「東
ノ
大

寺
」
と
い
う
の
は
当
時

の
習
慣
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
太
政
官
で
東

寺
の
知
行
を
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
延
長
七

年

『大
神
宮
勘
注
』
に
お

い
て
も
大
神
宮
司

・
飯
野
郡
司
等
は
東
大

寺
庄
は
郡
中
に
な
い
と
し
て
、
こ
の
太
政
官
符
を
根
拠
に
東
寺
の
知

行
を
認
め
て
い
る
。

　む

山
本
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
昌
泰
元
年

(八
九
八
)
八
月
十

六
日
の
官
符
に
見
え
る
東
寺
の
訴
訟
は
、
東
寺
の
提
訴
が
伊
勢
国
に

始
ま

っ
た
こ
と
、
民
部
省
そ
し
て
太
政
官

へ
と
順
次
訴
訟
の
審
級
が

上
が

っ
て
い
く
こ
と
、
東
寺
の
訴
訟
が
十
月

に
始
ま

っ
た
こ
と
な
ど
、

律
令
に
規
定
さ
れ
る
訴
訟
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
。

令
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
判
決
に
不
服
で
あ

る
場
合
、
不
理
状
を
請

う
て
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
、
太
政
官
の
判
決
に
も
不
服
の
場
合
は

中
務
省
を
経
て
天
皇
に
直
接
上
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
実

際
は
、
国
郡
司
ら
が
そ
の
判
決
の
誤
審
の
罪
を
お
そ
れ
、
不
理
状
を

う
　

交
付
し
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
上
訴
は
で
き
な
か

っ
た
と

い

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

す
る
と
東
大
寺
が
宇
多
上
皇
に
訴
え
、
宇
多
院
宣
旨
の
到
達
に
よ

り
寺
領
の
調
査
に
至

っ
た
経
緯
は
、
宇
多
上
皇
の
非
制
度
上
の
権
限

に
よ
り
、
検
注
を
命
じ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
て
そ
の
後
、
こ
の
庄
域
に
お

い
て
東
大
寺
側
の
動
き
は
見
え
な

い
が
、
以
下
の
よ
う
に
東
寺
側
の
動
き
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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偽
文
書

の
疑

い
の
な
い
承
保
三
年

(
一
〇
七
六
)
に
写
さ
れ
た
承

　
お

　

平
二
年

(九
三
二
)
八
月
五
日
の
太
政
官
符
案
に
は
、
こ
の
官
符
が

出
さ
れ
る
に
至

っ
た
経
緯
が
端
書
に

「件
庄
隠
田
地
、
始

自

去
延

レ

長
七
年
春
時

、
真
演
勘
顕
也
、
弥
以
求
卜為

寺
家
勘
領

、
請
P給

正
官
符

已
」
と
あ

っ
て
、
延
長
七
年
春
時
と
言
え
ば
宇
多
院
宣
旨

発
給
の
少

し
前
に
あ
た
る
。
こ
の
官
符
案
に
よ
れ
ば
多
気

・
飯
野
郡

に
あ
る
東
寺
領
に
お
い
て
、
遷
替
の
時
、
庄
預
等
が
検
知
し
な
か

っ

た
た
め
、
多
気
郡
司
や
十
浪
人
に
庄
田
地
が
妨
領
さ
れ
た
。
そ
れ
で

東
寺
は
検
校
で
あ
る
藤
原
忠
平
の
家
牒
を
申
し
受
け
て
、
東
寺

の
僧

真
演
を
現
地
に
派
遣
し
、
伊
勢
国
司

・
大
神
宮
司

・
飯
野
多
気
両
郡

司
と
共
に
図
籍
、
本
公
験
に
任
せ
て
庄
田
を
勘
定
し
て
い
る
。
こ
の

官
符

の
引
用
す
る
東
寺
の
牒
で
は
東
寺
の
庄
田
地
は
布
施
内
親
王
施

入
地
の

一
八
五
町
九
段

一
八
〇
歩
で
あ
り
、
そ
の
勘
定
さ
れ
た
寺
田

の
内
、
飯
野
郡
に
あ
る
庄
域
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

『大
神

宮
勘
注
』

で
検
注
さ
れ
た
領
域
と
ほ
ぼ
同
庄
域
を
示
す
。
本
公
験
に

よ
り
東
寺

の
庄
田
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
田
堵
等
は

神
郡
内
に
仏
地
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
大
神
宮
司
符
を
口
実

に
地
利
を
収
め
よ
う
と
し
な
か

っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
よ
う
な
百
姓
の

妨
偽
争
論
を
絶

つ
た
め
に
、
東
寺
は
太
政
官
符
を
申
請
し
た
の
で
あ

る
。
太
政
官
は
東
寺

の
領
掌
を
再
び
認
め
、
重
ね
て
申
請
し
な
い
よ

う
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
奥
書
に
よ
る
と
本
来
正
文
は
国
衙
に
お
い

て
保
管
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
東
寺
側
は
永
久
的
、
長
期
的
な
公

験
を
求
め
て
こ
の
正
文
を
請
う
た
た
め
、
正
文
は
東
寺
に
交
付
し
案

文
二
通
を
作
成
し
て

一
通
を
国
衙
に
止
め
、

一
通
を
庄
地
に
与
え
た

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

延
長
⊥ハ
年

(九
二
八
)
八
月
二
卜

一
日
宇
多
院
宣
旨
書
も
延
長
七

年

(九
二
九
)
『大
神
宮
勘
注
』
に
あ
る
宇
多
院

の
宣
旨
も
、
東
大

寺
の
た
め
に
発
給
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
宇
多
ヒ
皇
と
東
大
寺

と
の
繋
が
り
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
延
長
六
年

(九
二
八
)

六
月
十
七
日
に
東
大
寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
寛
救
は
宇
多
L
皇
と
同

じ
法
脈
に
あ
る
。
ま
た

『貞
信
公
記
』
延
長
九
年

(九
三

]
)
四
月

ね

二
十
三
日
、
宇
多
L
皇
が
忠
平
に
消
息
を
送
り
、
そ
の
内
容
は
寛
救

の
吹
挙
状
の
事
で
あ

っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
大
寺
別
当
寛
救
の

要
請
に
よ
り
東
大
寺
の
た
め
に
宇
多
院
宣
旨
を
発
給
し
た
と

い
う
事

は
あ
り
得
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
宇
多
院
宣
旨
に
よ
り
直
接
在
地
に

向
け
て
命
令
を
下
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
再
び
承
平
二
年

(九
三
二
)

の
官
符
を
見
る
と
東
寺
が
東
寺
検
校
忠
平
の
家
牒
を
申
し
受
け
て
真

演
を
現
地
に
遣
わ
し
、
国
司

・
大
神
宮
司

・
飯
野
多
気
両
郡
司
と
真

演
が
共
に
勘
定
し
、
東
寺
の
公
験
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
、
田
堵
等
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が
従
わ
な

い
こ
と
を
太
政
官
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
飯
野
庄
に
お
け

る
右
大
臣
家
牒
に
つ
い
て
は
現
在
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
同

じ
く
右
大
臣
家
牒
が
延
喜
二
十
年

(九
二
〇
)
に
丹
波
国

多
紀
郡
大
山
庄

の
東
寺
伝
法
料
田
に
関
し
丹
波
国
衙
に
発
給
さ
れ
て

　
お

　

い
る
。

こ
こ
で
は
東
寺
伝
法
供
所
が
東
寺
検
校
で
あ
る
忠
平

(右
大
臣
家
)

に
対
し
、
東
寺
側
の
開
発
し
た
田
を
国
郡
司
が
剰
田
と
し
て
収
公
し

て
い
る
現
状
を
訴
え
、
陳
状
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
右
大

臣
家
か
ら

丹
波
国
衙
に
宛
て
て
東
寺
伝
法
料
田
を
返
領
す
る
よ
う
に

命
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
藤
原
忠
平
よ
り
身
分
の
高
い
宇
多
上
皇
が

直
接
在
地

に
向
け
て
命
令
を
下
す
こ
と
は
可
能
で
あ

っ
た
ろ
う
。
さ

ら
に
承
平

二
年

の
官
符
で
は
、
東
寺
は
家
牒
を
受
け
て
現
地
を
勘
定

し
た
後
に
太
政
官
符
を
申
請
し
、
ま
た
永
公
験
の
た
め
の
正
文
を
請

う

て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
牒
は
太
政
官
符
申
請

の
た
め
の
前
段
階
の

も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
を

『大
神
宮
勘
注
』
と
比
較
す
る

と
、
官
符

で
は
東
寺

の
僧
が
現
地
に
派
遣
さ
れ
、
国
司

・
大
神
宮

司

・
飯
野
多
気
両
郡
司
が
勘
定
に
あ
た

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
『大

神
宮
勘
注
』
に
見
え
る
東
大
寺
は
宇
多
上
皇
に
訴
え
、
宇
多
上
皇
か

ら
斎
宮
寮

に
通
達
さ
れ
、
さ
ら
に
大
神
宮
司

・
飯
野
多
気
両
郡
司
へ

伝
え
ら
れ

て
い
る
。
現
地
に
は
宇
多
院
司
が
派
遣
さ
れ
、
そ
の
検
注

に
国
司
は
見
え
な
い
。
そ
し
て
、
『
大
神
宮
勘
注
』
で
も
東
寺
の
領

掌
が
認
め
ら
れ
、
東
大
寺
の
訴
え
が
退
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
承

平
二
年

の
官
符
が
引
用
す
る
東
寺
の
牒
に
は
、
『大
神
宮
勘
注
』
を

ヘヨ

主
張
の
根
拠
に
挙
げ
て
お
ら
ず
記
載
は

一
切
な

い
。

こ
の
よ
う
に
太
政
官
符
と
比
較
す
る
と

『大
神
宮
勘
注
』
は
正
式

か

つ
公
式
な
も
の
で
は
な
く
、
正
式
か
つ
公
式
な
認
可

(永
久
的
公

験
)
は
太
政
官
符
の
役
割
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

総
じ
て
こ
の
宇
多
院
宣
旨
に
は
太
政
官

符
を
補
う
機
能
は
見
え

ず
、
院
政
期
院
宣

の
よ
う

に
雑
役
免
除
の
国
司
庁
宣
を
出
さ
せ
る
と

　ヨ

い
う
特
定
の
機
能
も
見
え
な
い
。
こ
の
宇
多

院
宣
旨
の
受
命
者
は
斎

宮
寮
で
あ
り
、
大
神
宮
司

・
飯
野
郡
司
に
下
達
し
て
い
る
。
す
な
わ　

　

ち
こ
の
宇
多
院
宣
旨
は
施
行
、
下
達
の
目
的
を
含
ん
だ
奉
書
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
宇
多
院
宣
旨
に
よ
り
飯
野
郡
で
検
注
が
行
わ

れ
た
事
実
が
示
す
の
は
次

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　1
宇
多
院
宣
旨
発
給
の
根
拠
は
、
宇
多
院
と
東
大
寺
別
当
寛
救
と
の

(
個
人
的
な

つ
な
が
り
で
あ
る
。

　2
宇
多
院
宣
旨
は
上
皇
の
命
令
で
あ
る
こ
と
を
表
に
出
し
て
在
地

へ

(
命
じ
て
い
る
。

　3
検
注
の
実
行
は
宇
多
上
皇
の
非
制
度
上
の
権
限
に
よ
る
も
の
で
あ

(
り
、
検
注
に
至
る
過
程
は
律
令
制
度
に
則
し
た
も

の
で
は
な
い
。
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　4
宇
多
上
皇
の
家
政
を
掌
る
宇
多
院
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

(
自
身
の
組
織
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
宇
多
院
宣
旨
を
発
給
し
た
。

　5
正
式
か

つ
公
式
な
認
可
、
永
久
的
公
験

の
役
割
は
宇
多
院
宣
旨
で

(
は
な
く

、
太
政
官
符
に
あ
る
。

(ト
)
年
月
日
不
詳

「院
宣
」

(『拾
遺
往
生
伝
』
巻
中
)

(前

略
)
大
法
師
語
云
。
我

一
生
三
度
得
一希
有
之
礼
拝

。
所

謂
亭
子
禅
定
法
皇
者
、
昔
受

四
海
之
灌
頂

為

日
域
之
王

、

後
受

三
密
之
灌
頂

為

月
輪
之
主

。
是
我
大
師
也
。
更
衣
女

御
所
悩
之
時
、
依

院
宣

参
向
ム矢
。
護
法
先
行
、
接
縛
平
喩
。

相
次
参
上
之
処
、
法
皇
着

法
服

而
礼
拝
。
(後
略
)

女
御
、
藤
原
褒
子
の
所
悩
に
際
し
、
浄
蔵
が
宇
多
上
皇

の
院
宣
に

よ
り
参
向
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
同
じ
史
料
か
ら
浄
蔵
が
宇
多
上

皇
の
弟
子

で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

同
じ
内
容
に
つ
い
て
前
半
で
は

「禅
定
法
皇

の
勅
喚
あ
り
」
と
す

る
の
を
、
後
半
で
は

「院
宣
に
依
り

て
参
向
せ
り
」
と
あ
る
。
『拾

遺
往
生
伝
』
は
長
承
元
年

(
一
一
三
二
)

の
成
立
で
あ
る
の
で
、
す

で
に
文
書
と
し
て
の
院
宣
も
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
は
[
頭

の
命

令

を

伝

え

た

も

の

で

、

る
。

(
チ

)

「院
宣
」
は
院

の
命
令
の
意
味
と
考
え

延
長
四
年

(九
二
六
)
七
月
四
日

(『本
朝
文
粋
』
巻
十
四

颯
論
文
、
史
料
原
文
は
省
略
)

延
長
四
年

(九
二
六
)
六
月
二
十
五
日
に
宇
多
上
皇
と
京
極
御
息

ヘヨ

所
が
河
原
院
に
渡
御
し
た
と
こ
ろ
、
源
融
の
亡
霊
が
で
た
の
で
故
融

の
供
養

の
た
め
こ
の
課
論
文
を
紀
在
昌
に
作
成
さ
せ
た
。
日
下
に
奉

者
の
名
が

「主
典
代
散
位
秦
有
時
」
と
あ
る
。
秦
有
時
の
名
は
こ
れ

以
外
に
見
え
な
い
が
、
宇
多
上
皇
の
院
庁
に
勤
仕
す
る
院
司
で
あ
ろ

・つ
。

　　　

　む

河
原
院
は
も
と
源
融
大
臣
家
で
あ
り
、
源
昇
が
父
融
よ
り
伝
領
し
、

そ
の
後
宇
多
上
皇
に
奉
献
さ
れ
た
。
延
喜
十
七
年

(九

一
七
)
十
月

　　

六
日
に
宇
多
上
皇
が
源
昇
の
七
十
賀
を
河
原
院
で
祝

い
、
延
喜
十
八

へ
お

　

年

(九

一
八

)

に
源

昇

が

亮

じ

て
、

延

喜

二
十

年

(九

二

〇
)

十

二

　　

月
十
八
日
に
忠
平
が
河
原
院
に
宇
多
上
皇
を
尋
ね
て
い
る

こ
と
か

ら
、
こ
の
間
に
宇
多
上
皇
に
譲
渡
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
課
諦

文
も
個
人
宛

て
の
個
人
的
な
意
志
の
伝
達

に
含
め
て
よ

い
で
あ
ろ

・つ
。
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お
わ
り
に

以
上
、
宇
多
院
宣
旨
を
個
別
に
検
討
し
た
結
果
、
宇
多
上
皇

の
時

代
に
上
皇
が
発
給
の
主
体
と
な
る
文
書
を

「院
宣
」
と
称
し
た
例
は

な
く
、
「
院
宣
」
は
、
院

の
命
令
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。
ま
た
当

時
は
上
皇

の
意
志
を
奉
じ
て
書
か
れ
た
文
書
を
、
奉
者
以
外

の
第
三

者
も

「宣
旨
」
と
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
し
か
も

様
式
上
は
宣
旨
系
統
の
文
書
で
あ
る
が
、
上
皇
の
意
志
を
他
者

へ
伝

達
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
奉
書
の
範
疇
に
入
る

と
考
え
る
。

さ
ら
に
宇
多
院
宣
旨
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
が

確
認
で
き

た
。
((ホ
)
は
偽
文
書
と
し
て
除
外
す
る
。)

①
太
政
官

の
認
可

(公
的
処
畳
)
を
必
要
と
せ
ず
、
個
人
宛
て
に
個

人
的
な
意
志
を
伝
達
す
る
場
合
。

ー

ハ
、
ト
、チ

②
上
皇

の
意
志
に
よ
る
公
的
決
定
に
つ
い
て
、
予
め
意
志
の
対
象
者

に
そ
の
旨
を
伝
え
る
場
合
。

ー
イ
、
ロ

③
上
皇
の
権
威
に
よ
る
公
験
を
作
成
す
る
場
合
。

ー

二

④
宇
多
院

が
関
係
す
る
所
領
の
検
注
を
命
じ
る
場
合
。
ー

へ

い
ず
れ
も
宇
多
院
宣
旨
に
よ
る
意
志
伝
達
に
は
太
政
官
機
構
を
介

し
て
い
な

い
。
ま
た
適
用
す
る
範
囲
は
個
人
的
関
係
者
や
自
身
の
院

経
済
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
僧
官
の
任
命
に
お

い
て
公
的
処
置
と
し
て
太
政
官
符
を
下
し
た

の
と
は
別
に
、
予
め
宇

多
院
宣
旨

で
そ
の
旨
を
伝
え
る
と

い
う
二
方
向
の
伝
達
経
路
が
存
在

し
た
よ
う
に
、
宇
多
院
宣
旨
が
私
的
な
文
書

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
太
政
官
符
を
補
う
機
能
は
な

い
が
、
宇
多
院
宣

旨
を
根
拠
に
官
符
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
る
。
こ
れ
は
宇
多

上
皇

の
政
治
的
権
威
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
平
安
時
代
中
期
、
宇
多
上
皇

の
時
代
に
お
い
て
は
宇

多
院
宣
旨
に
特
定
の
機
能
は
な
く
、
上
皇
の
個
人
的
な
意
志
伝
達
の

手
段
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
。
但
し
、
宇
多
上
皇
の
権
威
を
背
景

に
宣
旨
と
い
う
文
書
の
形
を
と

っ
て
直
接
在
地
に
命
令
を
下
す
場
合

が
あ

っ
た
点
は
、
こ
の
時
期
の
上
皇
権
力
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

1註

 

(
2
)

橋

本
義
彦

「"
薬

子

の
変
"
私
考
」

(
『平
安
貴

族
』
平
凡
社
、

一
九

八

六
年

、
初
出

一
九
七

六
年
)
、
仁
藤
敦
史

「律
令
成

立
期
に
お
け

る
太

上

天
皇
と

天
皇
」

(『
古
代

王
権
と
官
僚

制
』
臨

川
書
店
、

二
〇

〇
〇

年

)
、
春
名
宏
昭

「
平
安

期
太
上
天
皇

の
公
と
私
」

(『
史
学
雑
誌
』

一

〇
〇
1

三
号

、

一
九
九

一
年
)
な
ど
。

目
崎
徳
衛

「
政
治
史

上

の
嵯
峨
上
皇
」

(初
出

一
九

六
九
年
)
、
「
宇
多
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(
3
)

(
4

)

　 へ 　 　 　 　 　 　 ハ

1312111098765
)))))))))

　

15
)

　
14

)

上
皇

の
院
と

国
政
」
(初
出

一
九

六
九
年

)
、
「
円
融
上
皇
と
宇
多

源
氏
」

(初

出

一
九
七

二
年

)
、
後

い
ず

れ
も

『
貴
族
社
会
と

古
典
文
化
』

(七
口

川
弘
文
館

、

一
九
九
五
年
)

に
所
収
。

山
本
崇

「宇
多

院
宣
旨

の
歴
史
的

前
提
」

(
『古
文

書
研
究
』

四
八
号

、

一
九

九
八
年
)

『醍

醐
寺
要

書
』
延

長
し
年

八
月

二
卜

五
日

(
『
続
群
書

類
従
』
第

.
一

七
輯
ヒ
、
三

〇
頁
所
収
)

『
平
安
遺

文
』

一
巻
、

二
三
三
号

、

註

(2
)
目
崎
徳
衛

「宇
多
b
皇

の
院

と
国
政
」

『
日
本
紀
略
』
同

日
条

『
日
本
紀
略
』
昌
泰

、兀
年

(
八
九

八
)
二
月
十
三
日

『
日
本
紀
略
』
同

日
条

『
日
本
紀
略
』
同

日
条

『
日
本
紀
略
』
同

日
条

『
日
本
紀
略

　
『扶
桑
略

記
』
同
日
条

『
西
宮

記
』
巻

四
、
六
月

雷
鳴
陣

(『
故
実
叢

書
』
第

一
、

一
三
三
頁

下
段
)

『
日
本
紀
略
』

『扶

桑
略
記
』
な
ど
。

『
貞
信

公
記
』
延

喜
十
年

(九

一
〇
)

四
月
十

一
日
条

に
は

「
便
参

亭
子
院

、
申

賜

廿
七
鹿
毛

、
為

欲

貢

内
裏

也
」

と
あ
り

、
延

レ

レ

喜

十
四
年

(九

一
四
)

一
月

二
十

九
日

に
は

「
参

亭
子
院

」
な

ど

と
あ

る
。
ま
た
延
喜

十
八
年

(九

一
八
)

二
月

二
十
六
日

に
は

「行

幸

六
条
院

、
依

仰
候

彼
院

」
、
同
年

十

二
月

九
日

に
は

「
参

六

レ

条
院

、
依

御
薬
事

也
」
と
見
え

る
。

(
16

)

(
17

)

(
18

)

(19

)

(20

)

(
21
)

　

23
)

　

22
)

 

(
24

)

(
25

)

『
醍
醐
雑
事
記
』
第
十

四
、

(
五
九
九
頁
)

に
よ
れ
ば

、
コ

曽
禰
庄
文

書
慣

肋
豊

目鉾
、盟

唄

本

主
参
議

藤
原
玄

上
朝

臣
以

先
年

巳
売

進
院

了
」

と
あ

り
、
も
と

は
藤
原
玄
上
か

ら
朱
雀
院

に
沽
却

さ
れ
た
。

『
醍
醐

雑
事

記
』

第
十

二
、

(
四
八

四
頁

)

に
よ
れ
ば

、

天
暦

七
年

(九

五
三

)
八
月

五
口

の
民
部
省

符

が
引
用

す

る
醍

醐
寺

牒

の
中

で

「
件
庄

(
壱
志
郡
曽
禰

庄
)
家
水

田
朱
雀
院

所

領
也

、
而
依

宣

旨

レ

以

去
天
暦
二
年

二
月
廿
八
日

施

入
寺
家

」
と
あ

る
。

註

(
4
)

『
醍
醐
孝
要
書

』
延
長
ヒ
年

八
月

二
卜

五
日

(
『続

群
書
類

従
』
第
ニ
ヒ
輯
L
、
.二
〇
頁
所
収

)

八
代

国
治

「後
院
考
」

(『
史
学
雑
誌
』

一
五

九
号

、

一
九

〇
四
年
)
、

橋
本
義

彦

「
後
院

に

つ
い
て
」

(『
平
安

貴
族
社
会

の
研
究
』

吉
川
弘

文
館
、

一
九
七
六
年
、
初
出

一
九
⊥ハ
六
年

)

『平
安
遺

文
』

一
巻
、
、
.三
三
号
、

「難
レ
無

官

符

、
為
レ
畏

院
宣

」

を
一、茜
う
。

(
ハ
)
延

長
六
年

(九

二
八
)

四
月

二
十
九

日

『
朝
野
群
載
』
巻
十

七
、
佛

事
,
、
請

僧
書
、

(
二
)
延
長

六
年

(九

二
八
)

八
月
二
十

一

日

『東
大
寺
要
録
』
巻
八
、

伊
地
知
鉄
男

『
日
本
古
文
書
学
提
要
』

(新
生
社
、

一
九
六
六
年
)

橋
本
義
彦

「
院
宮
文

書
」

(
『
日
本

古
文
書
学
講

座

3

占
代

編

H
』
、

雄
山
閣
出
版

、

一
九
七
九
年
)

藤

田
英

孝

「
「院
宣
」

に

つ
い
て
」

(
『神
道

史
研
究
』

二
四
巻

一
号

、

一
九
七

六
年

)

竹
内

理
三

『
日
本
上
代
寺
院
経

済
史

の
研

究
』
大

岡
山
書
店
、

一
九

三
四
年

、

一
一
六
頁
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2726

 

(
28

)
3029

 

(
31

)

(32

)

橋

本
註

(
23
)
前
掲
論
文

鈴

木
茂

男

「
院
政
期

院
庁

に
こ

の
機
能

に

つ
い
て
ー
院

庁
発
給
文

書

を
通

じ

て
見
た

る
ー

」

(
一
九

六

一
年
鈴

木
氏
卒

業
論
文

、
『
古
代

文

書

の
機
能
論
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館

、

一
九
九
七
年
)
六
頁

中
村
直

勝

『
日
本
古
文
書
論
』

(国
史
講
座

刊
行
会
、

一
九

三
五
年

)
、

相

田
次
郎

『
日
本

の
古

文
書

上

』

(
岩
波

書
店

、

一
九

四
九
年
)
、

伊

木
壽

一
『増
訂

日
本
古
文

書
学
』
(雄
山
閣
出
版

、
一
九
七
六
年
)
、

日
本
歴
史
学
会
編

『概

説
古
文

書
学
』
(吉
川
弘
文
館

、
一
九
八
三
年
)
、

佐

藤
進

一

『古

文
書
学

入
門
』

(法
政
大

学
出
版

局
、

一
九
九
七
年

)

を
参
照
。

院
宣
と
宇
多
院
宣
旨

の
比
較
検
討

に

つ
い
て
は
今
後

の
課
題

で
あ

る
。

宣
旨
自

体

の
検
討
は
、

土
田
直
鎮

「
内
侍
宣

に

つ
い
て
」

(
初
出

一
九

五
九
年

、

の
ち

『
奈
良

平
安
時

代
史
研

究
』
吉

川
弘
文

館
、

一
九
九

二
年
所
収

)
、
今
江
広
道

「内

侍
宣

・
口
宣
案

」

(『
日
本
古
文

書
学
講

座

3

古

代
編

集

H
』
雄

山
閣

出
版

、

一
九
七

九
年

)
、

吉
川
真

司

「
奈
良

時
代

の
宣
」

(
初
出

一
九
八

八
年

、

の
ち

『律
令

官
僚
制

の
研

究
』

塙
書
房

、

一
九
九

八
年

)
、
早

川
庄
八

『
宣
旨
試
論

』

(岩

波
書

店
、

一
九
九

〇
年
)

に
詳

し

い
。

例
え
ば

、
『
興
福
寺
講
師

研
学
竪
義
次
第

』

(『
大

日
本
史
料

』
第

一
編

之

四
)
延
喜
十

]
年

(九

一
一
)

の
興
福
寺
維
摩

会

の
講
師

に
延
徽

の
名

が
見
え

る
。

こ
れ
は
宇
多

上
皇

が
藤
氏

長
者

(忠

平
)

に
推
挙

し
、
延
徽

が
忠

平
よ
り
講
師

の
宣
旨
を
受
け
た
と
あ

る
。

筆

者
は

平
成
十

二
年
度
奈

良
大
学
大

学
院

に
提
出

し
た
修
士
論

文

に

お

い
て

こ
の
点

を
確

認
し
た

。

一
例

と
し

て
註

(
31
)
を
参

照

の
こ

(
33

)
3534

 

(36

)
3837

 

(39

)

(
40

)

と

。
尚
、
宇

多
院
宣

旨
を

ふ
ま

え
た
宇
多

上
皇

の
意

志
伝
達

シ
ス

テ

ム
に

つ

い
て

の
検
討

は

「
宇
多

上
皇

に

つ
い
て
」

(
『
富
山
史
壇

』
第

一
三
七
号

、
二
〇
〇
二
年

)
に
掲

載
予
定

。

『
類
聚
三
代
格
』
巻

二
、
年
分
度
者
事
、
延
喜

七
年

(九
〇
七
)
七
月

四
日

『続
群

書
類
従
』
第

八
輯
下
所
収

『
九
暦
』

天
慶

七
年

(九
四

四
)
正
月

二
十

四
日
条

に

「件

節
去
延
長

五
年

以
後

無

有

供
奉

、
」
と
あ
る
。

レ

『
大

日
本
古
文
書

』
家
わ
け
十

八
、
東
大
寺

文
書
之

一
、
東
南
院
文
書

之

一
、
二
四
号
、
二
九
頁

「伊

勢
国
飯
野
庄
大
神
宮
勘
注
」

(『
平
安
遺
文
』

一
巻

、
二
三
三
号

)

鈴
木
景

二

「
聖
武
天
皇
勅
書
銅
板
と
東
大
寺
」

(『
奈
良
史
学
』
五
号
、

一
九
八
七
年
)

『
大
日
本
古

文
書
』
家

わ
け
十

八
、
東
大
寺
文

書
之
七
、

四
二

一
号
、

二
七
三
頁

竹

内
理

三

「
変
質
期
寺

領
荘
園

の
構

造
」

(
『
寺
領
荘
園

の
研
究
』
畝

傍
書
房
、

一
九

三
二
年
、
吉
川
弘
文
館

、

一
九
七
三
年
復
刊
)
、
村
井

康
彦

「
東
寺
領
伊

勢
国

川
合
大
国
荘

の
研
究
」

(『
古
代

国
家
解
体
過

程

の
研
究
』
岩

波
書
店
、

]
九
六

五
年

)
、
勝
山
清
次

「
東
寺
領
伊
勢

国
川
合

、
大
国

庄
と
そ

の
文
書
i

平
安
前

・
中
期

の
文
書

の
真
偽
を

め
ぐ

っ
て
ー
」

(『
日
本

の
宗
教
と

文
化
』

同
朋
舎
出
版

、

一
九

八
九

年
)
、
水

野
章

二

「
伊
勢
国

川
合

・
大

国
庄
」

(『
講
座

日
本
庄

園
史

6

北
陸

地
方

の
荘

園

近

畿
地
方

の
荘

園

1
』

吉
川
弘
文
館

、

一
九

九

三
年
)
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(
41

)
4645444342

 

(
47
)

(
48

)

(
49

)

(
50
)

　
5251

目
崎
註

(
6
)
前
掲

論
文

で
は

「
文
書

の
真
偽

の
程
は

不
明

で
は
あ

る
が
」
と
断

っ
て
い
る
。

『
平
安

遺
文
』
九
巻
、

四
五
六

〇
号

『
平
安
遺
文
』
十
巻
、

四
九

〇
三
号

勝
山
註

(
40
)
前
掲
論
文

勝
山
註

(
40
)
前
掲
論
文

『平
安
遺
文

』
九
巻
、

四
五
五
三
号
、
延
喜

七
年

(九

〇
七
)

六
月
二

日

僧
正
聖
宝
起
請
文
。

延

長
元
年

(九

二
三
)
十

二
月
十
七

日
、
宇
多

上
皇
は
延

徽

に
印

信

を
授
け

て

い
る

(『
大

日
本
史
料

』
第

一
編
之

五
)
。
聖

宝
は
延

倣

の

師

に
あ
た

る
。
延

喜

九
年

(九

〇
九

)
四

月

に
聖
宝

の
病

に
際

し
、

宇
多

上
皇

は
普

明
寺

に
聖
宝

を
見

舞

っ
て
い
る
。

(
『大

日
本

史
料

』

第

一
編
之
四
)
。

『
平
安
遺

文
』

一
巻

、

二
三
五
号
、
大

神
宮
司

牒
に
も

「
依

宣
旨

」

と
見
え

る
。

『
平
安
遺

文
』
七
巻

、
三

三
九
七
号

、
『
平
安

遺
文
』
十

巻
、

五
〇
四

三
号

(三
三
九
七
号

に
続
く

)

「大
神

宮
勘
注
」

(
『平
安

遺
文
』

一
巻

、
二
三
三
号
)

に
引

用
さ
れ

て

い
る
。

山
本
註

(
3
)
前
掲
論
文

『類

聚
三
代
格
』
巻

一
、
神
郡
雑
務
事

、
弘
仁
八
年

(
八

一
七
)
十

二

月

二
十
五

日
。
訴
訟

制
度

に

つ
い
て
は
、
利

光
三
津
夫

『
裁
判

の
歴

史
-

律
令
裁

判
を
中

心

に
ー

』

(至
文

堂
、

一
九
六

四
年

)
、
滝

川
政

次
郎

「律
令

の
民
事
訴
訟
法
」

(『
繍
翻
離

訴
訟
法
学

と
実
体
法
学
』

54535655

 

(
57

)

(
58
)

62616059
)))

有
斐

閣
、

一
九
五
五
年

所
収
)
を
参

照
し
た
。

註

(42
)
に
同
じ
。

『
貞
信
公
記
』
延
長

九
年

(九
三

一
)

四
月

二
十
三
日
条

に

「
廿

三
日

(中
略

)
左
中
弁
来
。
有

院
御
消
息

、
大
宰
春
米

、
寛
救
挙
状
等
也
」

と
あ

る
。

『
平
安
遺

文
』

一
巻
、
二

一
七
号
、
右
大

臣
藤

原
忠

平
家

牒

あ
る

い
は

「
大
神
宮
勘
注
」
に

「然
則
此
郡
為

神
郡

以
来
、
不

可
レ

レ

有

佛
地

、」
と
あ
る

の
を
指
し

て
承
平
二
年
官
符
で

「
大
神
宮
符
僻
、

不

可

有

佛
地
神

郡
之
内

者
」
と
言

っ
て
い
る
の
だ

ろ
う

か
。
現

レ

レ

在

の
と
こ
ろ
本
文
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

藤

田
英
孝

「
「
院
宣
」

に

つ
い
て
」

(
『
神
道
史

研
究
』

二
四
巻

一
号
、

一
九
七

六
年
)
、

同

「
「
院
宣
」

と

「宣
旨

」

に

つ
い
て
」

(
『
皇
学
館

論
叢
』

一
〇
巻

六
号

、

一
九
七
七
年
)
、
中

野
淳
之

「
院
権
力
と
太
政

官

制
-
発

給
文
書
を

中
心

に
ー

」

(
『
ヒ

ス
ト

リ
ア
』

一
〇

]
号
、

一

九
八
三
年
)
な
ど
。

こ
れ
は
註

(
30
)
早

川
庄
八
氏

の
説
に
従

っ
て

い
る
。
早

川
氏
は
宣

旨
と
奉

書

の
違

い
に

つ
い
て
説
明
さ

れ
、
宣
旨
は

上
級
者

の
命
令
を

受

け
た

下
級
者

が
書
き
留

め
た
書
類

で
あ
り
、
伝

達

の
役
割

は
な

い

の
に
対

し
、
奉
書

は
上
級
者

の
意
志

・
命

令
を
他

者

に
伝
達

す
る
目

的
で
下
級
者
が
作
成
す
る
文
書

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

『
古
事

談
』

一
王
道
后
宮
に
も
、
こ

の
話
が
見
え

る
。

『
拾
芥
抄
』
諸
名
所
部

第
二
十

源
昇
は
宇
多
上
皇

の
院
司

で
あ
る
。
『
公
卿
補
任

』
延

長
五
年

『
日
本
紀
略
』
同
日
条

一20一



(
63
)

『公
卿
補
任

』
寛
平
七
年

(
64
)

『貞
信

公
記
』

同
日
条

〔付

記
〕
末
筆

で
は
あ

り
ま
す

が
、
本
稿

を
草
す

る
に
際

し

て
多
く

の
ご
教

示
を

頂
き

ま
し
た
水

野
柳
太

郎
先

生
、
東

野
治
之
先

生
、
寺

崎
保
広

先
生

に
心

か
ら
御

礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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